
一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構

（＊フロン排出抑制法第76条による）

充塡回収業者のための
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❶ 機器を適切に設置し、適正な使用環境を確保し、維持すること

❷ 機器を点検すること

・全ての機器は簡易点検（3ヶ月に一回以上）が必要

・圧縮機定格出力7.5kW以上の機器は専門家による

定期点検が必要

冷蔵・冷凍機器：毎年１回以上
空調機器：３年に１回以上（ただし50kW以上は毎年１回以上）

❸ 点検や整備の結果を記録して保存

・いつ、誰がどの機器を点検あるいは整備したか記録し保存しておく

❹ 繰り返し充塡の禁止（修理をしないままの充塡の禁止）

・充塡や回収は都道府県に登録した充塡回収業者に依頼すること

❺ 算定漏えい量（フロンの漏えい量）の計算を行い、一定量以上は国へ報告

・一定量とは、二酸化炭素換算で1,000トン/年

（R22では約500kg、R404Aでは約250kgに相当）

❻ 機器を廃棄する時は、行程管理票が必要（従来のフロン回収・破壊法より継続）

業務用冷凍空調機器を所有されている事業者の方々は、
「フロン排出抑制法」により、守らなければならない事柄が増えています。

➡・ これらの項目について、都道府県よりの立入検査により、助言、指導、勧告、命令等を受けることがあります。

商店 ビル 工場

冷凍冷蔵機器 空調機 冷却装置

業務用冷凍空調機器を所有の事業者（取引先管理者）の課題
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取引先管理者のご担当が果たすべき役割

「フロン排出抑制法」遵守のために・・・

新たに、以下の業務が必要になっています

★増大した書類の管理

・所有する機器全ての点検・整備記録簿

・整備時の充塡、回収証明書→算定漏えい量集計

（1,000ﾄﾝ-CO2超えれば、国に報告）

・機器廃棄時の行程管理票

★社内の実施体制管理

・所有する機器のリスト作成、管理者の選任

・点検計画立案、実施、結果のフォロー

・漏えい時の適切な対処

・法定書類の整備、集約

★都道府県の立入検査等への対応

・機器の点検結果（定期点検・簡易点検）

・繰り返し充塡の禁止事項の管理

・点検記録簿の備え付けと記帳、保存

・行程管理票の起票と保存

環境関係従来業務

◯ ISO14001の維持、管理

◯ 温対法による温室効果ガス排出量

算定・報告

◯ PRTR制度による届出

◯ 省エネ法による取り組み、報告

◯ その他、環境法の遵守、管理

➡・ フロン排出抑制法を遵守できなかった場合、法令で定められた罰則を受ける場合があります。
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１．業者から貰っていた点検整備記録簿等の文書の保存管理などに苦労する

２．パソコンでエクセル等のファイル管理するも、他の業務ファイルと混在して探し出せなくなる

３．定期点検と簡易点検の時期を忘れがちになる

4

専任者を置けず、本来業務との兼務 ・・・ 管理の徹底が煩雑で困難

１．今現在の漏えい量が把握できず、国への報告の必要性や、機器毎の対策方針が判断できない

２．立入検査があった場合に対応できない

各機器の現状をリアルタイムに把握できていない ・・・ 対策が遅れがちである

取引先管理者の実務の現状と対策

RaMS（クラウドシステム）の利用で、これらの課題解決のお手伝いが
できます。

課題解決により、管理コストの低減とともに、機器の点検、漏えい対策
の結果として、設備保全による省エネルギー化が期待できます。
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ラ ム ズ

使い方は、「事業所登録（無料）」をして、充塡回収業者が入力した点検整備
記録を確認して「承認」するだけ！
「算定漏えい量の計算」もボタンひとつ、業務効率もアップ！

冷凍空調の業界団体が設立した財団法人が運営する、国が唯一指定する
「情報処理センター（フロン排出抑制法第76条）」
だから、管理は安心・確実！

RaMS点検・整備記録簿（ログブック）利用で機器の設置から廃棄まで、電子化
して適正管理。
データ活用でフロンの排出抑制はもとより、コスト削減など様々なメリットも！

理由・その１

理由・その2

理由・その3

冷媒管理システム〔RaMS〕とは、ネット（WEB）上で、フロンを冷媒として使用している業務用冷凍空調機器を、
法律に則って電子的に管理するシステムです。

5
取引先管理者への提案とサポート

そんな取引先管理者の皆様に
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そこで…、
RaMSでラクラク、
フロン排出抑制法
対応！

充塡回収業者 機器の所有者（管理者）

入
力
し
ま
す
♪

承
認
し
ま
す
♫

承認依頼

承認完了

たった、これだけ！
RaMSに登録完了！

66
取引先管理者への提案とサポート

冷媒管理システム〔RaMS〕なら、効率的に管理できる！
★ RaMSに点検整備記録簿（ログブック）を作って、充塡・回収や簡易点検・定期点検の記録をすれば、

機器ごとの管理を徹底できます。会社全体や、事業所ごと、機器ごとの算定漏えい量をリアルタイム
で常時把握できます。

★ 唯一国が指定する『情報処理センター』だから、機器整備時の「充塡・回収証明書」の書面（紙）
での受け取りが不要です。

★ 機器廃棄時の行程管理票も全て電子的に交付、各種伝票を書面（紙）で保存する必要がありません。
★ ご利用料金について、例えば機器整備時の充塡・回収の記録、機器廃棄時の電子行程管理票の

交付も1件あたり100円（税別）と低料金で利用できます。なお、集計や出力、印刷はすべて無料です。
★ パソコンやタブレット端末を使って電子的に管理できるので、人手の省力化が図れます。
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【RaMSログブック作成・集計の活用とメリット】

④所有する全機器リスト作成とデータ分析、更新計画検討

◆ 機器の状態の把握。また、ダウンロードした詳細データから機器メーカー、漏えい・故障箇所、原因等
の分析により漏えい防止対策、更新計画立案に有効。

◆ 各現場にある機器の定期点検、簡易点検の実施について計画、管理、確認が可能。

③会社の算定漏えい量をリアルタイムに集計・表示

①フロン排出抑制法での必要書面は全てクラウド管理 ・・・ 紙の書面管理からの解放

◆ 現場からデータの提出を受けなくても、システムで瞬時に状況把握が可能。
◆ 国に報告が必要となった場合、集計結果の出力や国の報告書作成支援ツールに適合した出力が可能。

◆ 点検整備記録簿（ログブック）、充塡・回収証明書、再生・破壊証明書、行程管理票の電子的保存が可能。

②機器の定期点検、簡易点検の実施を管理

⑤ペーパーレス化による工数低減

◆ ペーパーレス・クラウド管理により、管理コストの大幅な低減が可能。

⑥社内外への提出資料としての活用容易化

◆ 社内説明資料→情報の共有化（見える化）。
◆ ISO14001対応、行政の立入検査対応。

取引先管理者への提案とサポート
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◆ 「点検整備記録簿一覧表」を表示させて、登録された機器の一覧が見られます。
◆ 算定漏えい量のリアルタイムな把握、定期点検、簡易点検の時期を表示させ、抜けのない

管理が可能となります。

【機器のクラウド管理と点検の確実な実施】

機器ごとの算定漏えい量（累計・年度）と事業所
で登録している機器の合計の算定漏えい量が確認
できます。

機器ごとの簡易点検・定期点検の点検期限を確認
・管理できます。点検時期を設定して点検対象と
なる機器を検索・抽出することもできます。

取引先管理者への提案とサポート
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◆管理者の算定漏えい量報告

・管理者が把握すべき算定漏えい量もいつでもリアル
タイムで簡単に出力して確認が可能

・国への報告が必要となった場合でも、国指定の様式
（様式第１の別表がPDF出力できるので報告書の作
成も容易

・CSV形式の電子データで出力して、国の報告書作成
支援ツールへのインポートも可能

◆RaMSなら、ISO14001（環境マネジメントシステム：ＥＭＳ）の維持のためのエビデンスを
電子的に、効率的に管理

ISO14001の維持としての法遵守

「フロン排出抑制法」遵守のためのエビデンス

エビデンスの保存管理

１．冷凍空調機器の管理リストの作成
２．点検整備記録簿の作成と管理
３．定期点検と簡易点検の実施の有無
４．機器廃棄時の行程管理票の保存
５．機器廃棄時・機器整備時の冷媒の破壊証明書または再生証明書
６．算定漏えい量の計算と国への報告必要有無の判断とした計算値
７．充塡証明書と回収証明書（当該年度分）

RaMS利⽤による効率的な管理の実現
ISO14001（環境マネジメントシステム：ＥＭＳ）を維持する中で「環境側面」として、「フロン排出抑制
法」遵守は必要です。RaMSを利用することで、この法遵守において抜けがなく効率的に管理するこ
とができます。また、管理者自身の管理状況をエビデンスとともに確認することができます。

【算定漏えい量のリアルタイム集計・表示とISO対応】

取引先管理者への提案とサポート
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【CSVデータ（ログブック登録データ）の活用】

◆ 都道府県、冷媒、施設、機器メーカ別など様々な編集が可能。
◆ 機器の状態の把握。また、ダウンロードした詳細データから機器メーカー、漏えい・故障箇所、

原因等の分析により漏えい防止対策、更新計画立案に役立てることができます。
◆ CSR報告書での「フロン排出抑制法」への履行状況のまとめが容易に行えます。

CSVデータダウンロード例

取引先管理者への提案とサポート
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【CSVデータからの分析事例】 ・・・登録データから分析を行った例です。
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設置台数

27年度

点検・整備件数
機器の初期
充塡量kg  A

回収量kg   B 充塡量kg  C
算定漏えい量kg

 D=C-B
漏えい率％
　　D/A

漏えい率％
業界基準値（参考）

空調 58 1,338 153 211 58 4.33 3〜4.5

冷凍・冷蔵 55 6,047 676 760 84 1.39 7〜17

計 113 7,385 829 971 142 1.92

28年度

点検・整備件数
機器の初期
充塡量kg  A 回収量kg   B 充塡量kg  C

算定漏えい量kg
 D=C-B

漏えい率％
　　D/A

漏えい率％
業界基準値（参考）

空調 96 2,132 138 267 129 6.05 3〜4.5

冷凍・冷蔵 90 8,664 2,900 3,293 393 4.54 7〜17

計 186 10,796 3,038 3,560 522 4.84

A社
308

B社
172

C社
98

D社
77

E社
20

その他
51

機器メーカ別設置台数 A社機器設置年−台数 全機器設置年−漏えい・故障頻度

CFC、HCFC使用機器

漏えい率の算出→業界基準との比較

取引先管理者への提案とサポート
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CSR報告書での活用

期首フロン
充塡総量 kg

設置時
充塡量 kg

整備時
充塡量 kg

整備時
回収量 kg

算定漏えい
量 C02トン

算定漏え量前
年比CO2トン 算定漏えい量増減考察

期首台数台 設置台数台 廃棄台数台 期末台数台 廃棄時
回収量 kg機器種別

空調

冷凍冷蔵

簡易点検件数 定期点検件数 漏えい防止
修理件数

機器種別

空調

冷凍冷蔵

CSR報告書作成・発行がすでに一般的になっていますが、この中の環境関係では、環境に関する法規制の遵守状況
についての記載が求められています。

環境報告ガイドライン（環境省2012年） 第５章２．（３）環境に関する規制等の遵守状況

・・・・環境法規制の遵守状況、環境に関するその他義務等の履行状況を記載します。・・・・
記載する情報・指標としては、
・事業活動との関係が強い重要な法規制等を遵守していることの確認方法とその結果
・重要な法規制等の違反の有無

RaMSのCSVデータをもとに、「フロン排出抑制法」の履行状況のまとめが容易に行えます。下記は、記載事例です。

★保有機器への年度の冷媒充塡量、回収量は以下の通りとなりました。算定漏えい量が1000トンC02を超過したため、国への報告を
行いました。

★保有機器の状況は以下のとおりです。廃棄機器は行程管理制度に則り、
回収を実施しました。

★法で定められた点検を以下のとおり実施しました。

※充塡量、回収量や台数は冷媒種別の整理も可能です。
※算定漏えい量は1000CO2トンを超えた場合に国への報告が必要です。

★「フロン排出抑制法」に則り、保有する業務用冷凍空調機器の管理を実施しました、法で要求される実施すべき項目に対する履行
状況は下記のとおりです。

10,798 3,560 3,0381,060 1,305 +340

390 80 55 415 120

336 22 16 342 68

1,450 96

1,234 90

53

64

大型機の点検修理が集中したため
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RaMS導入による工数・コスト低減効果試算
1,000台導入時の初年度、２年目以降の効果予想（当機構試算）

★1,000台導入時

工数 初年度 1.353 hr/年 ➡・ 833 hr/年
（▲38%）

２年目以降 821 hr/年 ➡・ 530 hr/年
（▲35％）

費用 初年度 431万円 /年 ➡・ 326万円/年
（▲24%）

２年目以降 261 万円/年 ➡・ 179万円/年
（▲31％）

台数/頻度 件数 時間/件 工数（hr） 費用（万円） 件数 時間/件 工数（hr） 費用（万円）

■自社管理

管理機器台数 1000

点検・整備記録簿作成（エクセルフォーマット） 1 1 24 24 0 0 0

ログブック初期登録 1 1000 0.5 500 100 0.4 40

定期点検・修理記録（点検頻度/年） 0.1 100 0.3 30 100 0.3 30

簡易点検記録（頻度/年） 4 4000 0.15 600 4000 0.15 600

算定漏えい量集計 1 1 16 16 1 16 16

行程管理票起票（廃棄率） 0.1 100 0.5 50 100 0.5 50

行程管理票保存 0.1 100 0.1 10 100 0.1 10

担当者工数計 1230 746

担当者人件費（時間単価3000円） 369 224

管理者（工数）1割 123 75

管理者人件費＠5,000円×工数 62 37

計 1353 431 821 261

■RaMS利用管理

管理機器台数 1000

点検・整備記録簿作成（エクセルフォーマット） 0 0 0 0 0 0 0

ログブック初期登録 1 1000 0.3 300 100 0.25 25

定期点検・修理記録 0.1 100 0.2 20 100 0.2 20

簡易点検記録 4 4000 0.1 400 4000 0.1 400

算定漏えい量集計 1 1 2 2 1 2 2

行程管理票起票 0.1 100 0.3 30 100 0.3 30

行程管理票保存 0.1 100 0.05 5 100 0.05 5

担当者工数計 757 482

担当者人件費（時間単価3000円） 227 145

システム費用 61 10

合計費用 288 155

管理者（工数）1割 76 48

管理者人件費＠5,000円×工数 38 24

計 833 326 530 179

2年目以降初年度

（1000*100/10000）（（1000*600+100*100）/10000）

5年で433万円の節約
10年で843万円の節約

★500台導入時

工数 初年度 699 hr/年 ➡・ 417 hr/年
（▲40%）

２年目以降 419 hr/年 ➡・ 266 hr/年
（▲36％）

費用 初年度 222万円 /年 ➡・ 163万円/年
（▲27%）

２年目以降 133 万円/年 ➡・ 90万円/年
（▲32％）

5年で231万円の節約
10年で446万円の節約
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適切な冷媒管理実施（点検・修理）のメリット

電
気
入
力
の
増
加
（
運
転
時
間
の
増
加
）
％

冷媒量の減少 ％

更新 

修理コスト増大 

運転コストアップ＋ 

　ＣＯ２間接排出拡大 

冷媒補充費＋補修費 

　　　　ＣＯ２　排出量 

RaMSの利用により、抜けのない、効率的な冷媒管理
が実施できます。

この結果

早期の漏えい発見、修理により、設備保全、省エネルギー化
の実現が可能となります。

漏えいがあり、冷媒量が3０％減少すると、
冷房時の消費電力は40%の増加になるという
公表データがあります。（右図参照）
また、早期の修理は、温暖化防止効果はもとより、
冷媒補充費の節減、修理コストの抑制にも繋がります。

出典：日本冷凍空調工業会資料

商店　　　　　　　　ビル　　　　　　　　工場 

冷凍冷蔵機器　　　　　空調機　　　　　　冷却装置 
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充塡回収業者の利用メリット

◆ 業務効率のアップ
・・・紙からの解放
書面の作成・ファイル保存からプルダウンメニューや履歴
活用による簡単操作でデータ入力・記録保存・出力ができ
都道府県報告もクリック一つで作成できます。

◆ 業務サポートのサービスレベルアップと顧客満足度の向上
・・・点検時期の事前案内や点検計画の提案のお役に立ちます。
算定漏えい量の集計・算出サービスが容易にできます。
機器データの分析による各種情報提供（不良解析など）や
提案（機器更新、排出抑制策の提案など）にもご利用できます。
保守・管理の業務代行による管理者代行業務への業務拡大の
ツールとなります。
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利用は簡単・・・紙からの解放で業務効率もアップ

簡単な利用方法

ステップ１
システムに事業者登録をする

ステップ4
管理者は充塡／回収情報を確認し
、ご記名の上「登録」ボタンを押
せば登録完了

例：（情報処理センターに充塡／回収情報を登録する手順）

ステップ ２
システムに⼊⾦する

ステップ３
充塡回収業者は、充塡/回収作業
を⾏ったら情報を⼊⼒し、「承諾
依頼」ボタンを押す

事業所登録は無料です。
年会費・更新料等⼀切ありません。
充塡回収業者も管理者も利⽤者全員
の登録が必要です。

「管理者」に「承諾依頼」のメール
が自動発信されます。（メール発信
と共に充塡回収業者の預け⾦から登
録料⾦が引き落とされます。）

利⽤料⾦⽀払のための預け⾦」を指定
口座に振り込みます。
振込手数料は利⽤者様ご負担です。
「預け⾦」は返⾦可能です。

たった、これだけ！
ラクラク、カンタン！
しかも低料⾦！
登録料100円/件（1台当たり、税別）
管理者の費⽤⽀払はありません。
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利用は簡単・・・紙からの解放で業務効率もアップ

≪ほかにも、RaMSには便利な機能が、たくさんあります≫
RaMS内に点検整備記録簿（ログブック）を作成すると、さらに便利！

・ RaMS内に点検整備記録簿（ログブック）を作成）した場合、機器整備時にログブックに登録した充塡量・
回収量は「情報処理センター」へ同時に登録されることになり、書面での充塡証明書・回収証明書の
交付は不要となります。
・ 充塡量・回収量の記録のみならず定期点検や簡易点検のデータを記録するのも履歴やプルダウン
メニューの利用によって簡単にでき業務効率もアップします。
・ 簡易点検、定期点検の時期も機器一覧や検索機能で抽出できますので、機器の所有者・使用者に
タイムリーにお知らせしてサポートすることができます。
・ 機器ごとの算定漏えい量も常時把握することができますので、機器の管理も適正に行えます。
・ 機器廃棄時には行程管理票の電子的な交付、さらに破棄証明書・再生証明書も電子的に受け取り回付
が可能です。
・ フロン排出抑制法で定められた充塡回収業者の記録や各種伝票類の保存は、RaMSのサーバーに
電子的に万全のセキュリティ体制でお預かりしていますので、いつでもアクセスして閲覧、出力が可能
となり、紙面による保存は不要です。
・ 紙でのデータの保存、ファイリングからも解放され記録の検索も簡単にできます。
・ 充塡回収業者の都道府県知事への報告書類等も、いつでも無料で集計・作成・出力できます。
・ 取引先事業者（管理者）の管理代行業務のツールとしても、安心・確実な唯一国指定のセンターである

RaMSをご利用ください。
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取引先管理者への情報提供による顧客満足度の向上

業務サポートサービスのレベルアップと顧客満足度の向上
・点検時期の事前案内や点検計画の提案のお役に立ちます。
・算定漏えい量の集計・算出サービスが容易にできます。
・機器データの分析による各種情報提供（不良解析など）や
提案（機器更新、排出抑制策の提案など）にもご利用できます。
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◆事業所（管理者）の管理業務（委託契約）を で簡単管理

●委託を受けた事業所・スーパーの管理代行者として、 に事業所登録

１．対象となる使用機器をリストアップし、RaMSに点検整備記録簿を作成（ログブック登録）
２．他の充塡回収業者が行った整備内容も管理代行者としてRaMSのログブックに記録・保存
３．保守委託契約のひとつとしてログブック登録機器の簡易点検業務を実施
４．定期点検機器もサポート、他の業者が設置した機器の点検時期などフォロー可能

●RaMS利用ならではのメリット

１．機器の設置から簡易点検、定期点検のサポート、算定漏えい量の算出、廃棄時の
処理まで法律で必要とされる機器の管理業務を電子的に一括管理できる

２．充塡証明書、回収証明書はもとより管理者が法的に管理・保存すべき書面（行程管理票Ａ
、Ｅ票含）は全て電子的な保存で法的に担保されるので、紙での保存・管理は一切不要

３．国の指定した唯一の情報処理センター機能を有し、データの機密保持、保存も安全、安心
４．ISO14001（環境マネジメントシステム）の維持管理も容易
５．データの登録作業は履歴やプルダウンメニューの活用で負担を軽減
６．少ない費用で運用、管理可能
７．担当者が代わっても引継ぎが容易
８．管理業務の代行者として、事業者（管理者）と緊密な関係の構築・維持継続が可能

利用で
カンタン管理！

・ログブックの初期登録費用500円又はシール付600円/台（税別）
・更新料100円/台（税別）

RaMSを利用しての管理代行業務を提案
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◆ ステップ１ に事業者登録
● 充塡回収業者登録
１．管理代行者となる充塡回収業者は、自社を充塡回収業者としてまず登録
２．整備・点検登録など伝票起票のための預け金（ポイント）を用意する

● 管理者登録（委託代行として）

管理者とRaMSを利用してフロン管理を代行する委託契約を結んだ上で、管理者として登録
＊もしくは管理者が事業所登録したID、パスワードを共有

１．管理者の法定管理者（本社）の名称・住所
２．施設管理者（事業所）の名称・住所
３．機器管理従業者の名前（管理代行担当者）
４．管理代行担当者のＥ-mail
５．ログブックの購入、更新などのための預け金（ポイント）を用意する

◆ ステップ２ に機器登録（ログブック作成）
●管理者の冷凍空調機器
１．管理者の事業所の冷凍空調機器のリストアップ
２．ログブックの準備

●ログブックへの機器登録

１．管理者の機器を確認して、充塡回収業者としてログブック登録
２．整備に応じて、充塡量、回収量、定期点検、簡易点検を記入

利用で
カンタン管理！

・ログブックの初期登録費用500円又はシール付600円/台（税別）
・更新料100円/台（税別）
・ログブックへの整備データ登録100円/件（税別）
・簡易点検データ登録は無料

RaMSを利用しての管理代行業務を提案
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クリック一つで都道府県報告作成（例）
記録もPDFファイル等で出力可能 （全て無料で出力できます。）

充塡回収業者の記録と都道府県報告
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RaMSの利用料金と登録事業者数

◆RaMS登録事業者（2017年8月31日現在）

◆利用料金（税別）

・ 事業所（利用アカウント）登録：無料、年会費なし

・ 機器管理番号初期開設：600円/台（1000台以上割引価格適用）

・ 機器管理クラウド利用更新：100円/台

・ 充塡量・回収量、定期点検等の登録：100円/回

・・・ データ登録する充塡回収業者に課金

・ 簡易点検登録：無料

・ 算定漏えい量、CSVデータ出力等：無料、ダウンロード可能

◆（試算例） 20台の機器管理にご利用の場合

・ 初年度：12,000円（600円/台）

・ 次年度以降：2,000円/年（クラウド利用更新100円/台）

・ 充塡量・回収量、定期点検等の登録：100円/回

・・・ データ登録する充塡回収業者に課金

（充塡回収業者は整備費用として管理者に請求可）

RaMS 利用料金 登録事業者

◆クラウド利用で冷媒管理に関わるほぼ全ての業務を一括管理で
きるため、これまで煩雑で多大な業務にかかっていたコストと時間
が削減できます。

管理者 6,526事業者
管理者統括 276事業者
充塡回収業者 4,509事業者
破壊業者 28事業者
再生業者 15事業者
省令49条業者 29事業者
取次者 721事業者
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RaMS導入事例紹介
導入事例として、２社から頂いた内容（抜粋）を紹介します。

※詳細は、http://www.jreco.or.jp/rams_jirei.html を参照ください。

イオンディライト株式会社様
（管理者、廃棄者（管理者代行）、充塡回収業者）
事業内容：IFM(統合ファシリティマネジメント) 

導入の目的

RaMSの利用の仕方

導入による効果

旭化成株式会社水島製造所様
（管理者、廃棄者）
事業内容：石油化学事業

導入の目的

RaMSの利用の仕方

導入による効果

全国に展開する事業所を一元管理するにあたって、紙で報告書やPDFで
の管理では限界があるため、 電子データで点検整備作業や行程管理票
を記録・保管し管理することが必須でした。算定漏えい量計算や集計精度、
作業に要する時間等を考慮した結果、JRECOのRaMSがベストであるとの
結論となり導入を 決めました。 RaMSは、国が唯一指定している情報処理
センターであることも導入の大きなポイントとなりま した。

管理者様の全事業所と本社をシステム上で紐付け、統括管理を行ってい
ます。機器についてRaMSのロクブ゙ックを作成し、漏えい、修理履歴、定期
点検記録と行程管理票等の作成・閲覧、算定漏えい量の集計、報告書の
作成等で運用、管理しています。
フロン排出抑制法で求められている全てを網羅ができるメリッ トがあり、信
頼性の高い法対応を支援できるシステムとして利用しています。

フロン排出抑制法の対応業務に関する当社内管理手法を統一できました。
また、書類の管理保管が不要なので、作業の合理化が図れています。管理
者様とはリアルタイムな機器管理情報を共有することで、「繰り返し充塡の禁
止(漏えいがあった場合は必す修゙理してから充塡すること)」 意識が高まり、
スヒー゚ディーな修繕が多くなっております。
国への算定漏えい量報告か必゙要な場合、 RaMSであればデータ出力が
簡単で、正確なデータ集計ができるため、報告書作成についても短時間
で対応が可能となっています。

管理者として業務量が増えることが予想され、何かしら対策が必要と考え
られたので、以下のホイ゚ントでJRECOのRaMS導入の結論に至りました。
・書類の取扱い増加が予想され、ペーパーレス化への期待
・唯一国指定の「情報処理センター」であり信頼できるシステム
・導入費、管理費用がリーズナブル
・遵法に寄与できる

製造所所有のすべて機器について、 ロクブ゙ックを作成し、冷媒に関する充
塡・回収の記録、簡易点検・定期点検の記録を登録し、管理しています。
点検、入力作業は業者委託を含め各部署に任せており、その結果を事務局
で確認し、チェックしています。
定期点検対象機器については、予め各部署に連絡し、点検会社と時期を併
せて確認しています。

導入の効果は当初予想したものを含め、以下と考えています。
・証明書、管理票等、法定上必要な書類のペーパーレス化
・点検の実施状況や廃棄の手続き状況を一元化することで法管理の事務
局におけるダブルチェックができる。
・算定漏えい量の報告書作成のためのデータ出力が約40事業所から簡単
に集計できた。
・フロン機器の仕様、情報データベースとして利用できる。
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JRECO冷媒管理システム RaMS（ラムズ）のお問合せ先
一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構 情報システム部
担当：外山、水田、香山、山本
電話：03-5733-5311 E-mail：contact@jreco.or.jp
〒105-0011東京都港区芝公園3-5-8機械振興会館406-2

RaMS導入により・・・

１．取引先管理者への安心・確実なサポート！
２．データ活用によるフロン排出抑制への提案！
３．効率的運用でコストセーブへの貢献！


